
2024 ~職場内で掲示・回覧願います~

一会けんぽ、武、くしま

"付加健診"の対象年齢が拡大されます!

~令和5年度まで

令和6年度生活習慣病予防健診のこ案内
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付加健診は生活習慣病予防健診の一般健診とセットで受診できる健診で、
人間ドックのような検査項目が受けられるよ。
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令和6年度から5歳刻みに

40歳

1 5282円

一般健診
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協会けんぼが

費用の約7割を

補助!
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さらに、偶数年齢の女性は、乳がん検診、子宮頸がん検診も補助の対象になります。

生活習慣病予防健診の健診案内は3月19日から順次事業所様にお送りします。
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被扶養者(40歳以上74歳以下)の特定健康診査

一

Ξ^^
ー^^■.

^

'

.、ー」ニ,一闇.'、.-1.貞一..^

'、Ⅱ 1゛,.'、茎Ⅱ.111、':・釜
^^.^●、 J4..、'、^■.^.^ー.ー.;.

^Ξ一冒一..'、
Ξ.■一P -

■

.^^鬼^^

r

(P全国健塵保険協本 福島支部
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付加健診
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〒960-8546 福島県福島市栄町6・6 ユニックスビル8階

TEL:024-5233916

令和6年4月以降、ビル名が福島セントランドビルに変更になります。
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2024年12

マイナンバーカードで受診するメリット

今から使おう!マイナ保険証

日に保険証は廃止されます

^

特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複
検査を防ぎ、自身の健康・医療データに基づくより
適切な医療を受けられます。
※本人の同意なぐ盾報が共有されることはありません。

よりよい医療か受けられる!

薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や
禁忌薬剤投与のりスクも減少します。
※本人の同意なぐ盾報が共有されることはありません。

旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連
携されます。

マイナ保険証のメリットの詳細は、右の二次元コードからで確認ください。
厚生労働省HP【マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん川

保険証について

保険証が使用できるのは、退職日までです。退職日の翌日(資格喪失日)からは保険証が使用できませんので
こ注意ください。

マイナボータルで医療費通知情報を入手でき、医療
費控除の確定申告が簡単にできます。

各種手続きも便利・簡単に!

医療費が高額な場合に申請する那艮度額適用認定
証」が不要になります。

協会けんぽの任意継続に加入するには

就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。
※新しい保険者による登録手続きが必要です。

以下の条件を満たすことが必要です。

①退職日までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること

②資格喪失(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

次のいずれかを添付いただきますと保険証の早期発行(1週間程度)が可能になります!

①退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等
②任意継続資格取得申出書の健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)への記載
※添付がない場合は、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行(2~3週問)となります。

高齢受給者証の持参も必要なくなります。

健康保険任意継続について

》被扶養者となる方がいる場合の添付書類について

・年間収入力η30万円未満卿であることが確認できる書類炉斤得証明書等)
※16歳未満の場合、添付書類を省略できます。※学生でも16歳以上の方は、非課税証明書等の収入が確認できる書類の添付が必要です。
C主)認定対象の方が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入が]80万円未満になります。

そのほか在職時に扶養でなかった方が扶養となる場合や、本人と被扶養者が別居している場合など
は別途、添付書類が必要です。また、マイナンバーによる情報照会の実施を希望する場合は不要と

目

なる添付書類もでざいます。詳しくは、ホームページをで参照ください。

代表電話全国健康保険協会福島支部 TEL:024占23・3915
協会けんぽ
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このチラシは協会けんぽ福島支部が作成し、日本年金機構から発送される納入告知書に同封しております。

納入告知書の請求額や保険料徴収については、最寄の年金事務所へお問い合わせください。
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